
 

 

第一六四回 

衆第七号 

   入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律案 

 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律（平成十四年法律第百一号）の一部

を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行

為の処罰に関する法律 

 第一条中「、入札談合等関与行為を排除し、及び防止するため」を削り、「連携協力

等」の下に「入札談合等関与行為を排除し、及び防止するための措置」を、「定める」

の下に「とともに、職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定める」

を加える。 

 第二条第二項中「国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人」

を「次の各号のいずれかに該当するもの」に改め、同項に次の各号を加える。 

 一 国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人 

 二 特別の法律により設立された法人のうち、国又は地方公共団体が法律により、常

時、発行済株式の総数又は総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式の保有を義

務付けられている株式会社（前号に掲げるもの及び政令で定めるものを除く。） 

 第二条第四項中「方法」の下に「（以下「入札等」という。）」を加え、同条第五項

に次の一号を加える。 

 四 特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の

依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、かつ、当該入札談合等を容易にする

目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方

法により、入札談合等を
ほう

幇助すること。 

 第四条第六項中「及び第四項」を、「、第四項（第二項の調査の結果の公表に係る部

分に限る。）及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「限る。）」

の下に「、第四項（第二項の調査の結果の公表に係る部分に限る。）」を加え、「入札

談合等関与行為の排除及び防止に関する法律」を「入札談合等関与行為の排除及び防止

並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」に改め、同項を同

条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 

４ 各省各庁の長等は、第一項及び第二項の調査の結果を公表しなければならない。 

 第五条に次の一項を加える。 

４ 各省各庁の長等又は任命権者は、それぞれ第一項本文又は第二項の調査の結果を公

表しなければならない。 

 第九条を第十条とし、第八条を第九条とし、第七条の次に次の一条を加える。 

 （職員による入札等の妨害） 



 

 

第八条 職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約

の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他

の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、

当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役又は二百五十万円

以下の罰金に処する。 

   附 則 

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 



 

 

     理 由 

 最近における官製談合の事件の発生に関する状況にかんがみ、官製談合の防止の徹底

を図るため、公正取引委員会による改善措置要求等の対象となる特定法人の範囲の拡大、

入札談合等関与行為の類型の追加及び入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠

償の請求等に係る調査結果の公表の義務付けを行うとともに、国等の職員による入札等

の公正を害すべき行為についての罰則を設ける必要がある。これが、この法律案を提出

する理由である。 


